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広
島
県
病
院
事
業
に
係
る
小
切
手
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
十
九
年
十
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一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
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山 

広
島
県
病
院
事
業
に
係
る
小
切
手
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
病
院
事
業
に
係
る
小
切
手
等
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
広
島
県
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「昭

和

」
を
「平

成
」
に
、
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
、
同
様
式
注
中 

「３
 
こ
の
通
知
書
は
，
事
業
年
度
お
よ
び
受
取
人
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
つ
ぎ
の
集
計
 

 
 
伝

票
を

作
成

し
た

と
き

は
そ

の
合

計
額

で
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

，
別

紙
と

し
 

を 

 
 
て
集
計
払
票
を
添
付
す
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

「３
 
こ
の
通
知
書
は
，
事
業
年
度
及
び
受
取
人
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
次
の
集
計
伝
票
 

 
 
を
作
成
し
た
と
き
は
そ
の
合
計
額
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
別
紙
と
し
て
集
計
 

に 

 
 
払
票
を
添
付
す
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

改
め
る
。 

別
記
様
式
第
一
号
の
二
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
中
「昭

和

」
を
「平

成

」
に
、「殿

」
を
「様

」
に
、 

「 
つ
ぎ
の
小
切
手
（
小
切
手
用
紙
）
を
亡
失
し
た
の
で
，
当
該
小
切
手
に
よ
る
支
払
を
停
止
し
て
く
だ
 

さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

を 

「
 
次
の
小
切
手
（
小
切
手
用
紙
）
を
亡
失
し
た
の
で
，
当
該
小
切
手
に
よ
る
支
払
を
停
止
し
て
く
だ
さ
 

い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
中
「昭

和

」
を
「平

成

」
に
、
「殿

」
を
「様

」
に
、
「つ

ぎ
の
小
切
手
（
小
切
手
用

紙
）
を
亡
失
し
ま
し
た
。

」
を
「次

の
小
切
手
（
小
切
手
用
紙
）
を
亡
失
し
ま
し
た
。

」
に
、
「亡

失
の
具

体
的
状
況
お
よ
び
処
理
経
過

」
を
「亡
失
の
具
体
的
状
況
及
び
処
理
経
過

」
に
改
め
、
同
様
式
注
中
「様

式

第
１
号
の
注
１
お
よ
び
２
は
，
こ
の
様
式
に
準
用
す
る
。

」
を
「様

式
第
１
号
の
注
１
及
び
２
は
，
こ
の
様

式
に
準
用
す
る
。

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
五
号
中
「昭

和

」
を
「平

成

」
に
改
め
、
同
様
式
注
中
「(2) 

 
送
金
通
知
書
又
は
小
切
手

，

郵
便
貯
金
払
出
証
書
等

」
を
「(2)  送

金
通
知
書
又
は
小
切
手
等

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


